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参考資料 １１

水産動植物の被害防止に係る改正登録保留基準施行に向けた課題及び取組状況

農薬による水域生態系へのリスク管理措置については、平成15年３月の農薬登録保留
基準（環境大臣告示）の改正により、これを充実・強化したところであり、今後、一層
のリスク削減が図られることとなる。平成17年４月の改正告示施行に向け、試験ガイド
ラインの整備等が必要であることから、現在、以下の検討を行っている。

１ 曝露評価に用いる各種試験方法及びモニタリング方法の策定
（１）課題

今回の評価スキームの中で位置付けられている、高次のPEC（環境中予測濃度）を
算定するために必要な試験方法のうち、現在未整備のもの（非水田使用農薬における
地表流出試験、水田使用農薬における圃場を用いた水中濃度試験等）について早急に
策定する必要がある。また、既登録農薬の評価に用いる使用地域周辺の一般環境中に
おける農薬の濃度を調査するためのモニタリングの方法についても、早急に策定する
必要がある。

（２）対応方針
平成15年10月より、委託先（（社）日本植物防疫協会）に検討会を設置し（別紙）、

試験法に関するガイドライン案を検討中。
（３）スケジュール

平成15年度は以下により検討会を開催。
第１回 平成15年10月６日 第３回 平成16年１月21日
第２回 11月18日 第４回 ３月１日

平成16年度初頭を目途に試験ガイドラインを策定し、関係者に周知。

２ 毒性評価に用いるより実環境に近い試験系による試験方法の開発
（１）課題

生態影響を考慮した登録保留基準値の設定は、現時点における知見に基づき、当面、
藻類、甲殻類及び魚類の代表種の個体への影響を把握する毒性試験結果に基づいて行
うこととしているが、これらの試験方法よりもより実環境に近い試験系による試験方
法（追加生物種試験、個体群影響試験、生物利用可能性の考慮、マイクロコズム試験
等）の開発が進められていることから、当該試験方法について早急に検討を行い、国
際的に整合がとれたものが確立した場合には導入を検討する必要がある。

（２）対応方針
平成15年10月より、委託先（（財）化学物質評価研究機構）に検討会を設置し（別

紙）、各試験法の導入可能性、導入すべき試験法の策定及び基準値設定の考え方（素
案）について検討中。

（３）スケジュール
平成15年度は以下により検討会を開催。
第１回 平成15年10月10日 第３回 平成16年２月17日
第２回 12月３日 第４回 ３月18日

平成16年度は、必要に応じ試験ガイドラインを策定し、関係者に周知するとともに、
専門家による生態毒性評価体制を整備。
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（別紙）
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